
令和８年度指名停止業者一覧

区分 期間 住所 名称 理由詳細 理由
柏市建設工事
請負業者等指
名停止要領

工事
測量

令和８年 ４月 ２１日 令和８年 ５月 ２０日 １か月
東京都港区港南二丁
目１５番２号

（株）大林組 代表取締役 佐藤　俊美

当該業者及びその社員２名は、令和６年１２
月２５日、山梨県南巨摩郡富士見川町におけ
るトンネル新設工事に関し、鰍沢労働基準監
督署による立入検査の際に事実と異なる説明
を行ったとして、令和８年３月２４日、鰍沢
簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰
金刑の略式命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

物品 令和８年 ５月 ２６日 令和８年 １１月 ２５日 ６か月
東京都江戸川区東葛
西４丁目２１番７号

共栄石油（株） 代表取締役 西野　賀昭

当該業者は，軽油販売業者による価格カルテ
ル事件について，独占禁止法違反の疑いで令
和８年４月１７日，公正取引委員会から検事
総長に告発された。

独占禁止法違
反

第２条第１項
別表第２第４
号

委託 令和８年 ５月 ２６日 令和８年 １１月 ２５日 ６か月
東京都千代田区有楽
町一丁目５番２号

スバル興業（株） 取締役社長 永田　泉治

当該業者は，首都高速道路株式会社が発注す
る特定道路清掃業務において，独占禁止法第
３条の規定に違反する行為（不当な取引制限
の禁止）を行っていたとして，令和８年４月
２２日，公正取引委員会から排除措置命令及
び課徴金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反

第２条第１項
別表第２第３
号，第４条第
３項

工事
委託

令和８年 ５月 ２６日 令和８年 １１月 ２５日 ６か月
東京都千代田区麹町
五丁目１番地

日本ハイウエイ・
サービス（株）

取締役社長 舟久保　公雄

当該業者は，首都高速道路株式会社が発注す
る特定道路清掃業務において，独占禁止法第
３条の規定に違反する行為（不当な取引制限
の禁止）を行っていたとして，令和８年４月
２２日，公正取引委員会から排除措置命令及
び課徴金納付命令を受けた。

独占禁止法違
反

第２条第１項
別表第２第３
号，第４条第
３項

委託 令和８年 ５月 ２６日 令和８年 ６月 ２５日 １か月

埼玉県さいたま市中
央区新都心１１番地
２　さいたま新都心
ＬＡタワー３０Ｆ

（株）クリーン工房 代表取締役 川鍋　知恵子

当該業者の代表取締役（当時）は，令和８年
２月１日執行の川口市長選挙に際し，自身が
選挙運動者を務めていた立候補者に投票する
ことに対する報酬として，同選挙の選挙人に
現金を供与したとして，令和８年３月２７
日，公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所か
ら罰金刑の略式命令を受けた。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第１
０号

物品 令和８年 ６月 ２３日 令和８年 ８月 ２２日 ２か月
栃木県鹿沼市樅山町
上原２６７番地

ジーエムいちはら工
業（株）

代表取締役 光野　幸子

当該業者は，令和８年６月１１日に本市が実
施した「水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型」の入
札において，最低価格を提示し落札したが，
応札金額の誤りにより，提示価格では契約の
履行が困難であるとして同年６月１２日に契
約辞退届を提出した。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号

指名停止開始日 指名停止終了日 代表者
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指名停止開始日 指名停止終了日 代表者

物品 令和８年 ６月 ２３日 令和８年 ８月 ２２日 ２か月
東京都杉並区松庵一
丁目１８番１３号

ケーオーデンタル
（株）

代表取締役 小坪　奉文

当該業者は，令和８年２月２６日に本市が実
施した「フッ化物洗口剤及び洗口液の購入」
の見積り合わせにおいて，最低価格を提示し
契約の相手方として決定したが，見積りに誤
りがあったとして同年６月１１日に契約辞退
届を提出した。

その他不正又
は不誠実な行
為

第２条第１項
別表第２第９
号
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